塩尻市福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付要領

１　目　的
この要領は、物価高騰の影響を受けながらも事業を継続している市内の介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所等の経済的な負担軽減を図るため、支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

２　対象事業所
[bookmark: _Hlk227145918] 　 令和７年１２月１日時点において、塩尻市内に所在地を有し、かつ令和８年４月１日以降も当該事業を継続している次に掲げる事業所と塩尻市が指定する地域密着型特別養護老人ホームを対象とする。
（１）介護保険法に規定する次の事業所
訪問介護（総合事業を含む）、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、通所介護(地域密着型、認知症対応型、総合事業を含む）、（看護）小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護（併設型、単独型に限る）、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売、居宅介護支援事業所
（2） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する次の事業所
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、就労継続支援、短期入所、共同生活援助、日中一時支援
（３）児童福祉法に規定する障害児通所支援を行う次の事業所
児童発達支援、放課後等デイサービス
（4） 塩尻市が指定する計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所

３　支援金の額　　
支援金の額は別紙１のとおりとする。
　
４　申請
支援金の交付を受けようとする事業所は、塩尻市福祉サービス事業所物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（介護保険事業所は様式１と様式１別紙、障害福祉サービス等は様式２と様式２別紙）を介護保険事業所は市介護保険課、障害福祉サービス等は市福祉支援課へ提出する。
　介護保険の訪問介護と障害福祉サービス等の居宅介護を併せて実施している場合、これらは「１事業所」として取り扱うものとする。申請にあたっては介護保険事業者用の様式１で申請すること。

５　交付決定
　　市長は、前条の書類の提出があったときは、これを審査し適当と認める場合
は交付を決定し、決定通知書（様式３）にて通知する。
